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11 死亡一時金の支給 

 ※16ページ「死亡に伴う年金の手続きフロー図」もご確認ください。 

 手続きの説明  

  死亡日の前日において、国民年金第１号被保険者(★)として保険料を納めた月数が、 

 36月以上ある方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支給 

 されます。 

  ・亡くなった方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していた場合は支給され 

ません。 

  ・遺族基礎年金を受給することができる場合、死亡一時金は支給されません。 

  ・寡婦年金を受給することができる場合、死亡一時金とどちらか一方を選択します。 

※併せて 14ページの「12遺族基礎年金の支給」「13寡婦年金の支給」もご確認 

  ください。 

 

(★）国民年金第１号被保険者とは、日本国内に住む厚生年金に加入していない 20歳 

   以上 60歳未満の方(自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方 

   議会議員、学生、フリーター、無職の人など)。 

 

   申請書等  

  ・国民年金死亡一時金請求書 

   持ち物  

   ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 

   受付窓口  

   ・国保・年金課国民年金係 

   期 限  

   ・お亡くなりになった日の翌日から２年以内 

   問い合わせ先  

   ・国保・年金課国民年金係  電話５４３２－２３５６ 

                F A X５４３２－３０５１ 

 

  

年金に関する手続き 
※16ページ｢死亡に伴う年金の手続きフロー図｣もご確認ください。 
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12 遺族基礎年金の支給 

  手続きの説明 ※16ページ「死亡に伴う年金の手続きフロー図」もご確認ください。 

  国民年金の被保険者等であった方が亡くなったとき、受給要件を満たしている場合 

は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子(※)のある配偶者」または 

｢子（※)」が受給することができます（厚生年金期間がある方が死亡した場合、遺族厚生 

年金も受給できる場合があります。遺族厚生年金の問い合わせ先は年金事務所です。）。 

  ・遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合、受給期間が重ならない限りそれぞれ 

   受給できます。 

  ・遺族基礎年金を受給することができる場合、死亡一時金は支給されません。 

  (※)子とは、18歳になった年度の 3月 31日までの間にある子または 20歳未満で 

   障害等級 1級または 2級の障害状態にある子。 

   申請書等  

  ・年金請求書（国民年金遺族基礎年金） 

   持ち物  

   ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 

   受付窓口・問い合わせ先  

   ・国保・年金課国民年金係 電話５４３２－２３５６ F A X５４３２－３０５１ 

   期 限  

   ・お亡くなりになった日の翌日から 5年以内 
  

13 寡婦年金の支給 

  手続きの説明 ※16ページ「死亡に伴う年金の手続きフロー図」もご確認ください。 

  国民年金第１号被保険者(★)として、保険料を納めた期間等が 10年以上ある夫が 

 亡くなったとき、その夫と 10年以上婚姻関係があった妻(原則年収 850万円未満)に 

対し、60歳から 65歳になるまでの間支給されます。 

  ・亡くなった夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していた場合は支給されません。 

  ・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。 

  ・遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合、受給期間が重ならない限りそれぞれ 

   受給できます。 

・死亡一時金を受けることができる場合、寡婦年金とどちらか一方を選択します。  

(★)国民年金第１号被保険者とは、日本国内に住む厚生年金に加入していない 20歳 

  以上 60歳未満の方(自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、 

  地方議会議員、学生、フリーター、無職の人など)。 

  申請書等  

  ・年金請求書（国民年金寡婦年金） 

※ 持ち物 、 受付窓口・問い合わせ先 、 期 限 は上記「１２遺族基礎年金 

の支給」と同じです。 
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14 未支給年金請求・受給権者死亡届の手続き 

  (障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給 

  されていた方) 

 ※16ページ「死亡に伴う年金の手続きフロー図」もご確認ください。 

 手続きの説明  

  年金を受給している方が亡くなったとき、亡くなった月分までのまだ受給していない 

年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金に 

ついて、未支給年金としてその方と生計を同じくしていたご遺族が受けることができ 

ます。 

 

   申請書等  

  ・未支給年金請求・受給権者死亡届 

   持ち物  

  ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 

   受付窓口  

  ・国保・年金課国民年金係 

   期 限  

  ・お亡くなりになった日の翌日から５年以内 

   問い合わせ先  

   ・国保・年金課国民年金係  電話５４３２－２３５６ 

                 F A X５４３２－３０５１ 

 ※1状況により、遺族基礎年金（14 ページ）や、遺族厚生年金を受給できる場合も 

あります。遺族厚生年金の問い合わせ先は年金事務所です。 

 ※2 国民年金、厚生年金、共済年金等を受給されていた方が亡くなられたときの 

   手続きは、27 ページ「区役所以外での主な手続き」をご覧ください。  

 

メモ 
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死亡に伴う年金の手続きフロー図       お手続の際の目安にご利用ください。 

※制度の詳細は日本年金機構ＨＰ等をご確認ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亡くなられた方は… 

国民年金のみ 

要件など 

 

・死亡者が一定の納付要件を満たしている。 
・死亡者に生計を維持されていた子※のある配

偶者、または、子※ 

・請求者の年収原則 850万円未満 
※対象の子とは、18歳到達年度末までにある
未婚の子、または、障害年金１級・２級に該
当する障害状態にある 20歳未満の未婚の子
(死亡当時に胎児であった子も出生以降対象) 

 
 
・死亡者の保険料納付済期間と免除期間の計
が１０年以上ある 
・死亡者に生計を維持されており、婚姻期間が
継続して１０年以上ある妻 

・請求者の年収原則 850万円未満 

 

・死亡者の保険料納付済期間が３年以上ある 
・生計同一の①配偶者②子③父母④孫⑤祖
父母⑥兄弟姉妹(数字は請求の優先順位) 

厚生年金・共済
組合期間あり 

 

障害基礎年金 
遺族基礎年金 
寡婦年金 

のみ 

老齢基礎年金 
厚生(共済)年金 
老齢、遺族、 
障害 

 

♢支給対象の方 
生計同一の①配偶者②子③
父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉
妹⑦その他３親等内の親族。 
(数字は請求の優先順位) 
 

原則届出は不要です。日本年
金機構がマイナンバーを把握し
ていない等、届出を要する場
合があります。 

〔加入していた年金〕 

年金加入者 

留意点 
♢寡婦年金の受給要件を満たした妻は、妻が
60～65歳の間、寡婦年金受給対象となりま
す。ただし、他の年金の受給権がある場合はど
ちらか一方を選択します。 
♢60～65歳の間、遺族基礎年金と寡婦年
金、両方の受給権がある場合はどちらか一方
を選択しますが、受給期間が重ならない時は、
どちらも受給することができます。  
♢遺族基礎年金の受給ができるときは、死亡
一時金は支給されません。 
♢寡婦年金と死亡一時金、両方の受給要件
に該当する場合はどちらか一方を選択します。 

 

 

〔受給していた年金〕 

11 死亡一時金の請求（P13） 

 

 

 

受付窓口 
世田谷区役所国民年金係 

（または年金事務所） 

年金受給者 

受付窓口  世田谷区役所国民年金係 
（または年金事務所） 

 

受付窓口 
 年金事務所 
（共済年金の場合は各共済組合） 

♢厚生年金（共済組合）期間がある方が死
亡したとき、死亡者に生計を維持されていた遺
族は、遺族厚生(共済)年金を受給できる場
合があります。 
年金事務所(共済組合)で遺族厚生(共
済)年金の受給要件に該当するか等を確認
し、該当される方は必要な手続きを年金事
務所(共済組合)で行ってください。 
 

♢遺族基礎年金の対象となる子※がいる場合
は、遺族基礎年金が支給されます。(P14) 
※対象の子とは、18歳到達年度末までに 
ある未婚の子、または、障害年金１級・２ 
級に該当する障害状態にある 20歳未満の 
未婚の子(死亡当時に胎児であった子も出 
生以降対象) 

13 寡婦年金の請求 （P14） 

 

死亡届 

 

 

14 未支給年金の請求（P15） 

 

12 遺族基礎年金の請求 （P14） 

 

 


